
平
成
三
十
年
度

博
士
（
文
学
）
学
位
請
求
論
文

内
容
及
び
審
査
の
要
旨

管

浩
然

『
古
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院



博
士(

文
学)

学
位
請
求
論
文
内
容
及
び
審
査
の
要
旨

管
浩
然
氏
の
学
位
請
求
論
文
「
『
古
事
記
』
の
表
記
と
解
釈
」
は
、
『
古
事
記
』
の
表
記
に
つ
い
て
、
そ
の
漢
字
の
意
味
と
用
法
を
調
べ
な
が

ら
そ
の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
序
章
以
下
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
に
分
か
た
れ
、
終
章
で
は
本
論
文
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
目
次
を
示
せ
ば
次
の

よ
う
に
な
る
。

＊

序
章

本
論
文
の
目
的
と
方
法

一
、
『
古
事
記
』
の
成
立
と
伝
承

二
、
『
古
事
記
』
研
究
の
あ
け
ぼ
の

三
、
『
古
事
記
』
の
文
体

四
、
「
変
体
漢
文
」
か
ら
「

や
ま
と

倭

文
体
」
へ

五
、
各
章
の
概
要

第
一
章

『
古
事
記
』
の
序
文

一
、
は
じ
め
に

二
、
序
文
に
お
け
る
漢
籍
の
利
用

三
、
序
文
と
本
文
と
の
齟
齬

四
、
『
古
事
記
』
の
表
記
法

五
、
ま
と
め

第
二
章

『
古
事
記
』
の
「
立
奉
」

一
、
は
じ
め
に

二
、
「
奉
」
の
意
味
と
用
法



三
、
「
立
」
の
意
味
と
用
法

四
、
本
居
宣
長
の
影
響

五
、
ま
と
め

第
三
章

ヤ
チ
ホ
コ
歌
物
語
の
「
甚
為
嫉
妬
」

一
、
は
じ
め
に

二
、
「
為
」
の
意
味
と
用
法

三
、
「
嫉
妬
」
の
意
味
と
用
法

四
、
「
甚
」
の
意
味
と
用
法

五
、
助
詞
と
し
て
の
「
為
」

六
、
「
又
」
の
用
法

七
、
ま
と
め

第
四
章

仲
哀
記
の
「
謂
為
詐
神
」

一
、
は
じ
め
に

二
、
「
詐
」
の
意
味
と
用
法

三
、
「
謂
為
」
と
「
以
為
」
の
意
味
と
用
法

四
、
『
古
事
記
』
に
見
え
る
同
訓
表
記

五
、
ま
と
め

第
五
章

国
譲
り
神
話
の
「
治
」

一
、
は
じ
め
に

二
、
諸
説

三
、
「
治
」
＝
「
造
営
す
る
」
の
可
能
性

四
、
「
治
」
＝
「
祭
る
」
の
可
能
性

五
、
ま
と
め



第
六
章

国
譲
り
神
話
の
「
天
之
御
舎
」

一
、
は
じ
め
に

二
、
「
如
此
之
白
而
」
の
「
之
」
の
字

三
、
「
天
之
御
舎
」
に
つ
い
て

四
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の

す

み

か

住
所

五
、
ま
と
め

終
章

本
研
究
の
結
論

初
出
一
覧

＊

以
下
、
本
論
文
の
構
成
に
従
っ
て
、
そ
の
内
容
を
概
説
す
る
。

序
章
「
本
論
文
の
目
的
と
方
法
」
で
は
、
『
古
事
記
』
に
関
す
る
基
礎
的
情
報
を
整
理
し
、
本
論
文
の
目
的
と
方
法
、
及
び
各
章
の
概
略
を
述

べ
る
。
ま
た
、
『
古
事
記
』
の
文
体
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
史
を
押
さ
え
た
上
で
毛
利
正
守
氏
の
提
唱
す
る
「
倭
文
体
」
と
い
う
概
念
が
妥
当
で

あ
る
こ
と
を
論
ず
る
。

第
一
章
「
『
古
事
記
』
の
序
文
」
は
、
本
文
読
解
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
『
古
事
記
』
の
序
文
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
序
文
に
お
い

て
、
稗
田
阿
礼
の
誦
習
し
た
も
の
を
漢
字
で
書
き
留
め
る
こ
と
の
困
難
さ
、
表
記
上
の
工
夫
と
方
針
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
ず
る
。

序
文
は
、
『
古
事
記
』
本
文
の
表
記
法
を
知
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

第
二
章
「
『
古
事
記
』
の
「
立
奉
」
」
は
、
「
立
奉
」
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
「
立
奉
」
と
い
う
表
記
は
次

の
三
例
が
あ
る
。

Ａ
「
然
坐
者
、
恐
。
立
奉
」
（
上
巻
、
八
俣
の
大
蛇
退
治
）

Ｂ
「
此
国
者
、
立
奉
天
神
之
御
子
」
（
上
巻

建
御
雷
神
の
派
遣
）

Ｃ
「
我
之
女
二
並
立
奉
由
者
」
（
上
巻

邇
々
芸
命
の
結
婚
）



本
居
宣
長
以
降
、
「
立
奉
」
を
タ
テ
マ
ツ
ル
と
訓
む
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
立
奉
」
と
い
う
文
字
列
は
、
『
古
事
記
』
成
立
以

前
の
漢
籍
や
漢
訳
仏
典
等
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
熟
し
た
形
で
な
く
、
差
し
上
げ
る
の
意
で
は
な
い
こ
と
、
他
の
上
代
文
献
に
も
「
立
奉
」
そ
の

も
の
の
文
字
列
が
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
「
奉
」
の
文
字
を
調
査
し
、
タ
テ
マ
ツ
ル
は
一
般
的
に
「
奉
」

の
一
文
字
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
「
立
」
の
用
例
と
そ
の
意
味
を
検
討
す
る
。

結
論
と
し
て
、
延
佳
本
で
Ａ
と
Ｂ
の
「
立
奉
」
の
「
立
」
の
字
が
タ
チ
ド
コ
ロ
ニ
と
訓
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
う
と
す
る
。
「
立
」
の
字
は

す
ぐ
さ
ま
、
た
ち
ま
ち
の
意
を
表
す
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
は
、
漢
籍
に
も
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
と
Ｂ
の
「
立
奉
」
は
タ
チ
ド

コ
ロ
ニ
タ
テ
マ
ツ
ル
と
訓
み
、
Ａ
は
、
す
ぐ
さ
ま
（
娘
を
）
差
し
上
げ
る
、
Ｂ
は
、
す
ぐ
さ
ま
（
国
を
）
差
し
上
げ
る
、
と
い
う
解
釈
に
至
る
。

一
方
、
Ｃ
の
場
合
も
延
佳
本
に
従
い
、
「
立
奉
」
で
は
な
く
「
並
立
」
を
一
括
り
と
し
て
看
做
し
、
ナ
ラ
ベ
タ
テ
テ
（
タ
テ
マ
ツ
ル
）
と
訓
み
、

二
人
の
娘
を
同
時
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
結
論
を
示
す
。

第
三
章
「
ヤ
チ
ホ
コ
歌
物
語
の
「
甚
為
嫉
妬
」
」
は
、
八
千
矛
神
の
歌
物
語
に
見
え
る
「
甚
為
嫉
妬
」
の
表
記
と
解
釈
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
居
宣
長
以
降
の
注
釈
書
や
論
文
で
は
、
「
為
」
の
字
を
ス
（
ま
た
は
シ
タ
マ
フ
）
と
訓
み
、
「
為
嫉
妬
」
の
三
文
字
で
嫉
妬
ス
（
ま
た
は
嫉
妬

シ
タ
マ
フ
）
と
訓
む
。
し
か
し
、
上
代
文
献
や
漢
籍
に
お
い
て
、
「
為
嫉
妬
」
の
用
例
は
他
に
見
え
ず
、
嫉
妬
ス
（
ま
た
は
嫉
妬
シ
タ
マ
フ
）
を

漢
字
で
書
き
表
す
と
き
に
、
「
嫉
妬
」
の
二
文
字
だ
け
が
使
用
さ
れ
、
「
為
」
の
字
を
見
な
い
。
一
方
、
「
為
」
の
字
は
、
「
甚
」
「
極
」
「
最
」

な
ど
程
度
を
表
す
副
詞
の
後
に
接
続
し
、
「
甚
為
」
「
極
為
」
「
最
為
」
と
い
っ
た
形
で
使
用
さ
れ
る
用
例
が
、
上
代
文
献
や
漢
籍
に
し
ば
し
ば

見
え
る
と
す
る
。
考
察
の
結
果
、
「
為
」
は
ス
と
訓
ま
ず
、
「
甚
為
」
の
二
字
を
一
つ
の
語
と
看
做
し
、
「
甚
為
」
の
下
に
あ
る
「
嫉
妬
」
は
形

容
詞
で
あ
り
、
「
甚
為
嫉
妬
」
は
、
非
常
に
嫉
妬
深
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
。

第
四
章
「
仲
哀
記
の
「
謂
為
詐
神
」
」
は
、
仲
哀
天
皇
の
崩
御
と
神
託
の
条
に
見
え
る
「
謂
為
詐
神
」
に
つ
い
て
、
そ
の
表
記
と
解
釈
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
従
来
の
注
釈
書
は
、
「
謂
為
詐
神
而
」
の
「
為
詐
」
を
「
い
つ
は
り
を
す
（
ま
た
は
、
い
つ
は
り
を
な
す
）
」
と
訓
ん
で
い
た
。

し
か
し
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
為
詐
」
の
用
例
は
他
に
見
え
な
い
。
『
古
事
記
』
の
筆
録
者
は
「
い
つ
は
り
を
す
」
を
漢
字
で
書
き
表
す
と

き
に
、
「
詐
名
二

其
嬢
女
一

而
」
「
詐
白
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
「
詐
」
の
一
文
字
を
用
い
る
。
一
方
、
「
謂
為
」
と
い
う
言
葉
は
、
漢
籍
に
お

い
て
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
一
例
存
在
す
る
。
～
と
思
う
、
ま
た
は
、
～
と
思
い
込
む
、
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、

「
以
為
」
と
い
う
言
葉
と
同
義
と
す
る
。
さ
ら
に
、
寛
永
版
本
も
ま
た
、
「
謂
為
詐
神
而
」
の
「
謂
為
」
を
オ
モ
フ
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か



ら
、
当
該
箇
所
の
「
謂
為
」
を
一
つ
の
言
葉
と
看
做
し
、
「
謂
為
詐
神
而
」
を
「

い
つ
は

詐

る
か

み神
と

お

も

謂
為
ひ
て
」
と
訓
む
、
と
い
う
結
論
に
至
る
。

第
五
章
は
、
上
巻
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
譲
り
神
話
に
見
え
る
「
治
」
の
字
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

唯
僕
住
所
者
、
如
二

天
神
御
子
之
天
津
日
継
所
レ

知
之
登
陀
流
天
之
御
巣
一

而
、
於
二

底
津
石
根
一

宮
柱
布
斗
斯
理
、
於
二

高
天
原
一

氷
木
多
迦
斯

理
而
、
治
賜
者
、
僕
者
、
於
二

百
不
レ

足
八
十

手
一

隠
而
侍
。

の
「
治
賜
者
」
に
「
治
」
の
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
説
は
、

Ａ
「
治
」
＝
住
居
を
造
営
し
て
斎
き
祭
る

Ｂ
「
治
」
＝
住
居
を
造
営
す
る

Ｃ
「
治
」
＝
祭
る
、
斎
き
祭
る

の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
治
」
の
字
を
建
造
物
を
造
営
す
る
の
意
で
用
い
ら
れ
る
確
実
な
例
が

な
く
、
ま
た
、
「
治
」
の
字
を
造
営
す
る
の
意
で
捉
え
れ
ば
、
直
前
の
「
於
二

底
津
石
根
一

宮
柱
布
斗
斯
理
、
於
二

高
天
原
一

氷
木
多
迦
斯
理
而
」
の

意
味
と
重
複
し
て
し
ま
う
。
こ
の
二
点
か
ら
、
「
治
」
を
造
営
す
る
の
意
で
解
釈
す
る
の
は
難
し
い
と
判
断
す
る
。

一
方
、
『
古
事
記
』
上
巻
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
の
話
や
、
『
常
陸
国
風
土
記
』
『
播
磨
国
風
土
記
』
逸
文
の
記
事
な
ど
に
、
「
治
」
の
字

は
祭
祀
と
関
わ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
。
当
該
箇
所
の
「
治
」
の
字
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
住
む
べ
き
場
所
に
鎮
座
さ
せ
て
、
斎
き
祭
っ
て
、
供

え
物
を
供
え
る
、
な
ど
の
意
味
で
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
出
雲
国
の
多
芸
志
の
小
浜
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
住
居
が
造
ら
れ
、
オ
ホ
ク

ニ
ヌ
シ
の
求
め
た
「
治
」
は
、
ク
シ
ヤ
タ
マ
に
よ
る
天
御
饗
の
献
上
と
祝
辞
の
奏
上
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
地
位
を
回
復
さ
せ
る
た

め
の
も
の
と
す
る
。

第
六
章
は
、
同
じ
く
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
譲
り
神
話
に
見
え
る
「
天
之
御
舎
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
第
五
章
に
引
用
し
た
箇
所
に
続
く

場
面
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

亦
、
僕
子
等
百
八
十
神
者
、
即
八
重
事
代
主
神
、
為
二

神
之
御
尾
前
一

而
仕
奉
者
、
違
神
者
非
也
、
如
此
之
白
而
、
於
二

出
雲
国
之
多
芸
志
之

小
浜
一

、
造
二

天
之
御
舎
一

而
、
水
戸
神
之
孫
櫛
八
玉
神
為
二

膳
夫
一

、
献
二

天
御
饗
一

之
時
、

白
而
、
櫛
八
玉
神
、
化
レ

鵜
、
入
二

海
底
一

、
咋

二

出
底
之
波
邇
一

、
作
二

天
八
十
毘
良
迦
一

而
、
鎌
二

海
布
之
柄
一

作
二

燧
臼
一

、
以
二

海
蓴
之
柄
一

作
二

燧
杵
一

而
、

二

出
火
一

云
、



従
来
の
研
究
で
は
、
「
天
之
御
舎
」
を
天
つ
神
側
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
た
め
に
造
っ
た
住
居
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
自
身
が
自
分
の
た
め
に
造
っ
た

住
居
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
服
属
儀
礼
の
た
め
に
造
っ
た
建
物
な
ど
の
説
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
「
如
此
之
白
而
」
と
い
う
文
字
列
に

注
目
し
、
「
如
此
之
」
の
下
に
接
続
す
る
「
白
」
の
字
を
名
詞
と
看
做
し
、
カ
ク
マ
ヲ
シ
テ
と
訓
ま
れ
て
き
た
こ
の
文
字
列
を
「

こ此
の

ま
を
し

白

の
ご

と如
く

し
て
」
と
い
う
訓
に
改
め
、
「
天
之
御
舎
」
を
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
た
め
に
造
ら
れ
た
住
居
と
す
る
。
そ
し
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
、
国
譲
り
の
条

件
と
し
て
天
つ
神
側
に
住
居
を
造
営
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
天
之
御
舎
」
を
造
っ
た
主
語
を
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
自
身
だ
と
す

れ
ば
文
脈
に
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
い
、
「
天
之
御
舎
」
を
造
っ
た
の
は
天
つ
神
側
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
『
古
事

記
』
中
巻
垂
仁
天
皇
条
に
見
え
る
出
雲
大
神
の
「
修
二

理
我
宮
一

」
の
記
事
や
、
『
日
本
書
紀
』
『
出
雲
国
風
土
記
』
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
に
オ

ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
住
居
に
関
す
る
記
事
な
ど
を
傍
証
と
し
て
、
『
古
事
記
』
上
巻
国
譲
り
神
話
に
見
え
る
「
天
之
御
舎
」
を
天
つ
神
側
が
オ
ホ
ク
ニ

ヌ
シ
の
た
め
に
造
っ
た
住
居
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
。

終
章
で
は
、
以
上
の
六
つ
の
章
の
結
論
を
ま
と
め
た
上
で
、
今
後
の
課
題
を
示
し
た
。

【
講
評
】

本
論
文
は
、
『
古
事
記
』
の
表
記
を
考
察
し
、
そ
の
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
問
題
箇
所
に
つ
い
て
、
諸
説
を
整
理
し
、

漢
籍
や
上
代
文
献
の
用
例
を
丁
寧
に
調
べ
、
最
も
妥
当
な
訓
み
と
解
釈
を
探
ろ
う
と
す
る
。

な
お
、
本
論
文
の
う
ち
、
学
術
雑
誌
等
に
掲
載
（
掲
載
予
定
も
含
む
）
の
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
他
は
書
き
下
ろ
し
で
あ
る
。

第
二
章

『
古
事
記
』
の
「
立
奉
」
（
「
『
古
事
記
』
に
お
け
る
「
立
奉
」
に
つ
い
て
」
『
鈴
屋
学
会
報
』
第
三
十
四
号
、
平
成
二
十
九

年
十
二
月
）

第
三
章

ヤ
チ
ホ
コ
歌
物
語
の
「
甚
為
嫉
妬
」
（
「
『
古
事
記
』
「
甚
為
嫉
妬
」
の
「
為
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
皇
學
館
論
叢
』
第
五
十
一

巻
第
一
号
、
平
成
三
十
年
二
月
）

第
五
章

国
譲
り
神
話
の
「
治
」
（
「
『
古
事
記
』
国
譲
り
神
話
の
「
治
」
に
つ
い
て
」
毛
利
正
守
監
修
『
上
代
学
論
叢
』
和
泉
書
院
、

新
元
号
元
年
（
二
〇
一
九
年
）
五
月
刊
行
予
定
）

第
六
章

国
譲
り
神
話
の
「
天
之
御
舎
」
（
「
『
古
事
記
』
の
「
天
之
御
舎
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
萬
葉
』
第
二
百
二
十
六
号
、
平
成
三
十



年
十
月
）

序
章
・
第
一
章
で
『
古
事
記
』
序
文
に
つ
い
て
述
べ
、
太
安
万
侶
が
ど
の
よ
う
な
表
記
法
を
採
ろ
う
と
し
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
大
変
意
味
の

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
偽
書
説
に
つ
い
て
の
論
に
多
く
を
費
や
し
た
た
め
に
、
表
記
法
に
つ
い
て
自
身
の
見
解
が
十
分
に
示
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
は
残
念
な
点
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
「
立
奉
」
と
い
う
文
字
を
ど
の
よ
う
に
訓
む
か
と
い
う
問
題
で
、
多
く
の
注
釈
書
が
『
古
事
記
伝
』
の
訓
に
従
っ
て
い
た
の
を

見
直
す
も
の
で
あ
る
。
Ａ
・
Ｂ
の
タ
チ
ド
コ
ロ
ニ
タ
テ
マ
ツ
ル
と
い
う
訓
は
や
や
違
和
感
は
あ
る
が
、
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
認
め
ら
れ
て
よ
い
。

Ｃ
の
ナ
ラ
ベ
タ
テ
テ
タ
テ
マ
ツ
ル
の
訓
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

第
三
章
は
「
甚
為
嫉
妬
」
、
第
四
章
は
「
謂
為
詐
神
」
の
表
記
・
解
釈
の
問
題
で
あ
る
が
、
「
為
」
の
字
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
そ
の
解

釈
が
異
な
っ
て
く
る
。
第
三
章
で
は
「
甚
為
」
「
嫉
妬
」
に
分
け
て
そ
の
用
例
を
丹
念
に
調
べ
て
、
非
常
に
嫉
妬
深
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す

る
結
論
に
至
る
。
し
か
し
、
意
味
は
明
示
さ
れ
る
も
の
の
確
か
な
訓
読
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
な
点
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
「
謂
為
」
の

用
例
を
調
べ
た
上
で
、
「

い
つ
は

詐

る
か

み神
と

お

も

謂
為
ひ
て
」
と
訓
む
、
と
い
う
結
論
に
至
る
。
穏
当
な
結
論
で
あ
ろ
う
。

第
五
章
、
第
六
章
は
い
ず
れ
も
国
譲
り
神
話
の
中
の
問
題
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
「
治
」
の
文
字
に
関
し
て
、
ヲ
サ
ム
と
訓
み
、
祭
る
の
意
味

に
取
る
べ
き
と
す
る
結
論
を
導
き
出
し
た
。
和
語
ヲ
サ
ム
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
が
、
妥
当
な
結
論
で
あ
ろ
う
。
第
六
章
で
は
「
天
之
御
舎
」
を

造
っ
た
の
は
天
つ
神
側
と
す
る
結
論
で
あ
る
が
、
一
つ
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
が
「
如
此
之
白
而
」
の
部
分
で
あ
る
。
「
之
」
の
文
字
の
用
法
に

注
目
し
、
「

こ
此
の

ま
を
し

白

の
ご

と如
く
し
て
」
と
訓
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
天
之
御
舎
」
を
天
つ
神
側
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
た
め
に
造
っ
た
住
居
と
見
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
る
。
こ
の
訓
は
管
氏
独
自
の
も
の
で
高
く
評
価
し
た
い
。

以
上
、
管
氏
の
方
法
は
、
『
古
事
記
』
の
訓
詁
注
釈
的
研
究
と
言
う
べ
く
、
手
堅
い
論
証
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

今
後
は
、
『
古
事
記
』
が
倭
文
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
表
記
を
指
向
し
て
い
る
の
か
を
見
極
め
な
が
ら
、
『
古
事
記
』
訓
読
と
解
釈
に
つ
い
て

研
究
を
深
め
て
ほ
し
い
。

本
論
文
は
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
博
士(

文
学)

論
文
に
値
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

以
上




